
プレーパーク整備の基本的な考え方の案について

既存の施設を活用しながら、鶴岡市の各地域へ計画的にプレーパークを整備する。

「遊びに本気宣言！」に基づき、こどもの身近な遊び場としてプレーパーク整備を推進する。

プレーパーク整備の計画検討及び施工、運営にあたっては、本市のプレーパークの考え方を
定め実施していく。

＜中長期＞

1

＜短期＞

旧第二小学校跡地の未利用地と既存の児童館・屋外遊園を活用し、屋内と屋外が一体となった
プレーパークを整備する。

プレーパーク展開（計画的な整備）のイメージ

旧第二小学校跡地に整備するプレーパークは本市の中核
プレーパークとしての役割を持ち、ここを拠点とし本市
の各地域に計画的にプレーパークを整えていく。

旧第二小学校跡地に整備する
プレーパーク

地域の中核となるプレーパーク

各地のプレーパーク

資料４

プレーパーク整備の方向性

「遊びに本気宣言！」
基本的な考え方 １．こどもの創造性や主体性を向上させる遊びの環境の整備

２．こどもにとっても大人にとっても魅力的で多様な遊び場
３．鶴岡の地域資源を活かした遊び場の整備

プレーパーク整備の目的

こどもの遊びを地域で支えることで、“こどもが安心して遊び成長できる環境の推進”と“多世代が交流し
地域コミュニティの活性化”を図る。
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推進の手順

（２）中核となる旧第二小学校跡地のプレーパークの役割

役割・機能 内容

こどもが主体となる場
（こどもの権利の尊重）

こどもが自由な発想で遊びや居場所を作ることができていること。
→本市が定める「（仮称）プレーパーク整備の基本的な考え」基づくプレーパークである

地域コミュニティの場
若者や保護者、地域の大人も居心地が良い居場所であること。
→子どもが中心とした遊び場であるが、こどもから高齢者まで集うことができる

子育て支援の場
子育て世代が子育ての仲間づくりができており、不安も軽減されていること。
→子育て相談を行ったり、育児サークル等の活動を支えてたりしている

本市プレーパークの
司令塔

市内各所に整備するプレーパークへ、ノウハウを伝えるプレーパークであること。
→職業プレーリーダーを配置した、常設プレーパークであり、プレーリーダーの養成、
プレーパーク運営のアドバイスを行うことが出来ている

（１）各地域へ展開する流れ
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本市におけるプレーパークの整備や運営は、地域住民と行政が互いの強みを活かして協力し
合う「パートナーシップ（協働）」によって創り、行う。

こどもが主体的な遊びができる環境づくりと維持。
 木材やロープなどの遊び道具の調達と管理、遊び場の安全点検。
 プレーリーダーを配置し、こどもと一緒に遊び、見守りや相談、ケガやトラブルへの対応。
 保護者同士の交流促進やボランティアの育成のほか、遊びの価値やプレーパーク活動等について近隣
住民への普及・啓発。

 多世代交流による地域づくり

プレーパーク活動ができるよう、制度的、財政的による後方支援。
 公園や未利用の公共施設など、プレーパーク活動に使用できる公有地の貸与や使用許可。
 プレーリーダーの養成やプレーパーク活動の普及・啓発。
 近隣住民との合意形成やトラブル等の調整支援のほか、市役所関係各所との調整、警察、消防などの
機関との連携などをサポート。

 市の広報誌やウェブサイトなどを通じた、プレーパーク活動の認知度を向上する支援。

①地域住民（運営団体・ＮＰＯ等）の主な役割

②行政の主な役割

（３）地域住民と行政の役割

「遊びに本気宣言！」
Ⅲ．遊びを推進する取組み
１ 遊びの価値を伝える人材の育成
①プレーリーダーの養成
②多世代交流の機会創出
２ 遊びや遊び場を支える地域づくりの推進
①こどもや若者、子育て世代、地域の人々の遊び場づくりへの参画の促進
②地域、民間団体・企業、行政の連携促進
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市が推進するプレーパークの基準等を定めた「鶴岡市プレーパーク整備の基本的な考え方」
を策定する（令和７年度）。

鶴岡市が推進するプレーパークを定める

令和８年度
「鶴岡市プレーパーク整備の基本的な考え方」を基に、整備手法、運営方法、整備候補地の
ほか、プレーリーダーの養成方法等について検討を行い、これらを含めプレーパークを推進
するための計画を示す。

（「考え方」の構成案）
• プレーパークとは
• プレーリーダー（プレーワーカー）とは
• 推進するための地域住民と行政の役割
• 市内各所へ整備するプレーパークのイメージ

（計画の構成案）
• こどもと遊び（遊びの必要性）
• プレーパークとは（「考え方」）
• プレーリーダー（プレーワーカー）とは（「考え方」）
• プレーパーク整備の方針
• 推進するための地域住民と行政の役割（「考え方」）
• プレーリーダーの養成
• プレーパークによる地域づくり
• 市内各所へ整備するプレーパークのイメージ（「考え方」）
• プレーパーク開設場所の候補・開設が考えられる資源一覧
• プレーパークを開設・運営する際の手続き等

※旧二小跡地のプレーパークも整合性を取り整備する


